
規

則

福
島
県
立
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー
及
び
職
業
能
力
開
発
校
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
二
年
二
月
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
規
則
第
四
号

福
島
県
立
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー
及
び
職
業
能
力
開
発
校
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
立
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー
及
び
職
業
能
力
開
発
校
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

平
成
二
十
一
年
福
島
県
規
則
第
五
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
改
正
規
定
の
次
に
次
の
改
正
規
定
を
加
え
る
。

第
四
条
第
二
項
中｢

条
例
第
五
条
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
は
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類

を
、
同
条
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
は
第
三
号
に
掲
げ
る｣

を｢

次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ

ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る｣

に
改
め
、
同
項
第
一
号
及
び
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
項
第
三

号
を
削
る
。

一

学
校
教
育
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号)

に
規
定
す
る
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育

学
校
を
卒
業
し
た
者
又
は
受
け
よ
う
と
す
る
入
学
検
定
の
日
の
属
す
る
年
度
の
三
月
末
日
ま
で

に
こ
れ
ら
の
学
校
を
卒
業
す
る
見
込
み
で
あ
る
者

在
学
校
若
し
く
は
最
終
学
校
の
作
成
に
係

る
調
査
書
又
は
最
終
学
校
の
卒
業
証
書
及
び
成
績
証
明
書

二

前
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
学
力
を
有
す
る
者
と
知
事
が
認
め
た
者

当
該
者
で
あ
る

こ
と
を
証
明
し
、
又
は
判
定
す
る
に
足
り
る
書
類

第
五
条
中｢

に
係
る
学
生
に
つ
い
て
は
、｣

を｢
(

職
業
能
力
開
発
促
進
法(

昭
和
四
十
四
年
法

律
第
六
十
四
号)

第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
業
の
転
換
を
必
要
と
す
る
求
職
者
そ
の
他
の

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
求
職
者(

以
下
単
に｢

求
職
者｣

と
い
う
。)

を
対
象
と
す
る
訓
練
科
に

係
る
も
の
を
除
く
。)

の
学
生
に
あ
つ
て
は｣

に
、｢

選
考｣

を｢

、
求
職
者
を
対
象
と
す
る
訓
練

科
に
係
る
普
通
課
程
の
学
生
に
あ
つ
て
は
人
物
考
査
に
よ
り
選
考｣

に
改
め
る
。

｢

福
島
県
立
テ
ク
ノ

精
密
機
械
工

ア
カ
デ
ミ
ー
郡
山

専
門
課
程

職
業
能
力
開
発
短

組
込
技
術
工

別
表
第
一
の
改
正
規
定
中

福
島
県
立
テ
ク
ノ

期
大
学
校

ア
カ
デ
ミ
ー
郡
山

福
島
県
立
テ
ク
ノ

ア
カ
デ
ミ
ー
郡
山

普
通
課
程

建
築
科

職
業
能
力
開
発
校

｢

福
島
県
立
テ
ク
ノ

精
密
機

学
科

二
〇
人

ア
カ
デ
ミ
ー
郡
山

専
門
課
程

職
業
能
力
開
発
短

組
込
技

学
科

三
〇
人

福
島
県
立
テ
ク
ノ

期
大
学
校

を

ア
カ
デ
ミ
ー
郡
山

福
島
県
立
テ
ク
ノ

建
築
科

ア
カ
デ
ミ
ー
郡
山

普
通
課
程

二
〇
人

職
業
能
力
開
発
校

介
護
福

科

｣
械
工
学
科

二
〇
人

術
工
学
科

三
〇
人

に
改
め
る
。

二
〇
人
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毎
週
火
・
金
曜
日
発
行(

当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日)

目

次

規

則

○
福
島
県
立
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー
及
び
職

業
能
力
開
発
校
条
例
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

九
一

告

示

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件

九
二

○
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件

九
二

公

告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
件

九
二

正

誤

○
平
成
二
十
二
年
二
月
九
日
付
け
定
例
第

二
千
百
五
十
四
号
中

九
二



県
道
下
松
本
鏡
石
停

車
場
線

路

線

名

県
道
下
松

本
鏡
石
停

車
場
線

路
線
名

告

示
岩
瀬
郡
天
栄
村
大
字
飯
豊

字
十
郎
右
エ
門
一
八
番
一

地
先
か
ら

同

郡
同

村
大
字
飯
豊

字
十
郎
右
エ
門
一
九
番
一

地
先
ま
で

区

間

岩
瀬
郡
天
栄
村
大
字
飯
豊
字
十
郎
右
エ
門
一
八
番

一
地
先
か
ら

同

郡
同

村
大
字
飯
豊
字
十
郎
右
エ
門
一
九
番

一
地
先
ま
で

供

用

開

始

の

区

間

変
更
後

変
更
前

変
更
前
変

更
後
の
別

八
・
六
〜

九
・
八

七
・
八
〜

九
・
〇

敷
地
の
幅
員

(
メ
ー
ト
ル)

平
成
二
二
年
二
月

一
六
日

供
用
開
始
の
期
日

一
五
・
〇

一
五
・
〇

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

七
〇

ペ
ー
ジ

県
道
下
松
本
線
石
停

車
場
線

路

線

名

公

告

下 段

一
三

行

岩
瀬
郡
天
栄
村
大
字
飯
豊
字
十
郎
右
エ
門
一
八
番

一
地
先
か
ら

同

郡
同

村
大
字
飯
豊
字
十
郎
右
エ
門
一
九
番

一
地
先
ま
で

供

用

開

始

の

区

間

９
：
30a.m

.

正

11：
30p.m

.

誤 平
成
二
二
年
二
月

一
六
日

供
用
開
始
の
期
日

祉
士
養
成

三
〇
人

｣

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

産
業
人
材
育
成
課)

福
島
県
告
示
第
九
十
五
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
中
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
二
年
二
月
十
六
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
二
月
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平
(

道
路
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
九
十
六
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
県
中
建

設
事
務
所
で
平
成
二
十
二
年
二
月
十
六
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
二
月
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

道
路
計
画
課)

公
告
第
六
十
二
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
二
月
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
八
日

二

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
福
島
県
就
労
支
援
事
業
者
機
構

三

代
表
者
の
氏
名

和
知

繁
蔵

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
福
島
市
狐
塚
十
七

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
犯
罪
者
や
非
行
少
年(

更
正
保
護
事
業
法
第
二
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
者
を
い

う
。
以
下｢

犯
罪
者
等｣

と
い
う
。)

が
善
良
な
社
会
の
一
員
と
し
て
更
正
す
る
た
め
に
は
、
就
職

の
機
会
を
得
て
経
済
的
に
自
立
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
事
業
者
の
立
場
か
ら

犯
罪
者
等
に
対
し
て
、
そ
の
就
労
支
援
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
犯
罪
者
等
が
再
び
犯
罪
や
非
行
に

陥
る
こ
と
を
防
止
す
る
こ
と
に
よ
り
、
犯
罪
者
等
の
円
滑
な
社
会
復
帰
と
安
全
な
地
域
社
会
の
実
現

を
図
り
、
も
っ
て
個
人
及
び
公
共
の
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

(

文
化
振
興
課)

正

誤

○
平
成
二
十
二
年
二
月
九
日
付
け
定
例
第
二
千
百
五
十
四
号
中
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